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○議長（中西峰雄君）続きまして、順番13、

１番 岡君。 

〔１番（岡 弘悟君）登壇〕 

○１番（岡 弘悟君）早速ではございますが、

通告に従いまして一般質問をさせていただき

ます。通告内容は１点、地域格差の是正と今

後の課題についてです。 

 税の公正性は、すべての人が払わなければ

ならないという点において守られています。

行政が行う施策、サービスにおいても、税を

財源としている点で、同じように公平性、つ

まり同じ利益、利点をすべての市民が享受で

きなければならないはずです。しかし、立地

条件や人材不足などさまざまな問題により、

完全な公平性を実現するには無理があるが、

行政は限りなく公平に近い施策、サービスを

行わなければならないことに変わりないはず

です。合併により生じた格差、行政が新たに

行う施策により生じた格差、計画の遅れによ

り生じている格差、このさまざまな格差を今

後どのように埋めていくのですか。行政の考

え、計画について、以下質問いたします。 

 ①ハード面、ソフト面、それぞれに生じて

いる地域格差の是正のために、行政としてや

るべきことの優先順位とその理由をお教えく

ださい。 

 ②計画の遅れにより生じている格差の一つ

として下水道事業、行政が新たに行う施策に

より生じた格差の一つとして、公設民営と民

設民営で行われる幼稚園の利用者負担の格差、

合併により生じた格差の一つとして中学校給

食の実施と不実施の格差、すべてにおいて財

源が問題とされますが、現在行政が行ってい

る事業の見直しを含め、組織のスリム化、シ

ステム化、集約化をさらに進めることにより

財源を確保していくべきと思いますが、いか

がでしょうか。 

 ③今後の格差是正の計画をお教えください。

具体的な計画がない場合は、年次計画を立て、

一つ一つの格差を確実に埋めていくべきと考

えます。年次計画を作成していただけるでし

ょうか。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君の一般質問

に対する答弁を求めます。 

 企画部長。 

〔企画部長（吉田長司君）登壇〕 

○企画部長（吉田長司君）地域格差の是正と

今後の課題のご質問にお答えいたします。 

 １点目のハード面、ソフト面に生じている

地域格差是正のための行政としてやるべきこ

との優先順位についてでございますが、長期

総合計画に基づき、基本計画の具体化という

ことで各課から提出された実施計画は、毎年

３カ年分の年次計画を立て、政策調整会議に

おいて、その実施計画におけるハード事業の

継続分と新規分並びにソフト事業を必要性、

効果性、効率性の観点から「採択」「今後検討」

「見送り」「休止」「不採択」の決定を行って

おり、格差の是正、優先順位も考慮している

ものと考えております。 

 また、一般的な事務事業につきましても、

同様に行政評価制度により「拡充・重点化」、

「縮小」「現状どおり」「他の事業との整理統

合」「休止・廃止の方向で検討」に仕分けを行

っています。 

 以上のことから、今後行政評価を重点に置

いて諸課題を整理しながら、今後も地域格差
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是正に取り組んでまいります。 

 ２点目の下水道事業の整備の遅れなど、各

事業の計画の遅れにより生じているような地

域格差について、財源の問題もあるわけであ

りますが、事業の見直しを含め組織のスリム

化などにより財源を確保していくべきである

とのご指摘につきましては、集中改革プラン

により生み出される財源や行政評価制度によ

り「縮小」「他の事業との整理統合」「休止・

廃止の方向で検討」とした事務事業評価によ

る財源を、地域格差是正に振り向ける努力を

するとともに、計画の遅れにより地域格差が

出ている事業につきましては、国、県の動向

も踏まえ、市民サービスの公平性や費用対効

果、また組織のスリム化による財源確保もあ

わせて検証することにより、早急に格差是正

のための見直しを行ってまいりたいと考えて

おります。 

 後に、今後の格差是正の計画についてで

ありますが、本市にとって重要施策である事

業で、当初計画から乖離しているものにつき

ましては、現在政策調整会議においてもさま

ざまな面から検討を加えている状況であり、

市民の皆さまが平等に利益を享受できるよう、

また地域格差が 小限となるよう努めてまい

りますので、ご理解のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君、再質問あ

りますか。 

 １番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）ありがとうございまし

た。①と③は流れが一緒なので一括してやり

たいと思うので、②から先にやらせていただ

きます。 

 とりあえず計画の遅れに生じている格差の

一つとして下水道事業を挙げさせてもらった

んですけれども、確認のために一度お聞きし

たいんですけれども、下水道事業が完全に完

備されるまでに、現在の予算で進行していく

と、僕の記憶では約50年ぐらいかかるという

ふうに認識しているんですが、その辺果たし

てぼくの答えが合っているのかどうか、一度

お聞きしたいんですけれども。 

○議長（中西峰雄君）上下水道部長。 

○上下水道部長（上田敬二君）流域関連下水

道の整備費につきましては、全体事業費は50

0億円と試算されておりまして、平成20年度末

までの執行額は約242億円で、残事業が約258

億円、執行率にいたしましたら48％ぐらいで

す。現在、年間４億円程度で事業を実施いた

しておりまして、単純に４億円の事業を積み

重ねてまいりましたら、約65年を要すること

になります。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）さらにちょっと延びて

しまいましたけれども65年。実際、こういっ

た計画は時間がかかるのは認識してはおるん

ですけれども、65年後のビジョンを今ここで

述べろと言われて、皆さんここで答えられま

すか。果たして市長がおっしゃるように100

歳まで皆さん生きられるように元気でいてく

ださいといって、ここで100歳まで生きて何人

の方がその事業の完成を見られるのでしょう

ね。僕は100歳超えています。 

 そういった状況で考えても、こういった事

業というのはもう既に大きな転換を迎えてい

るんじゃないかと思うんです。実際、以前５

番議員、現議長が一般質問されていましたけ

れども、こういった事業に関しては、質問さ

れてからその浄化槽の関係で、点のポイント

で抑えていって事業の見直しは行っているの

はお聞きしているんですけれども、もはやそ

ういった状況ではなくて全体として、全体の

大きな計画を見直していくべきだと僕は思う

んです。そうじゃないと、65年もかかるよう

な事業をこのまま継続していって、果たして
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何人、どれだけの市民の方がこの下水道に対

するサービスというものを享受できるかとい

うと、非常に疑問ですよね。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）下水道事業、いわ

ゆる都市計画事業というのは年数の長い事業

でございます。私も下水道事業に携わってい

たわけでございますけれども、当初の計画決

定というか、事業計画の中では、やはり20年

を目標年次として全体計画というのは立てて

ございます。そういうことで、事業費が増え

ていることもさることながら、だいたい計画

してから20年を目標にしていくというような

形で延び延びになっているような状況でござ

います。私どもが下水道事業を実施した頃に

は、年間20億円ぐらい予算をつけていただい

たという経過もございます。結果的に４億円

になったから逆算したら65年というような形

になってございまして、こうなってきました

ら当初の計画は何だったかということもござ

います。そういうことで、特に都市計画上、

息の長い事業につきましては往々にしてそう

いう傾向があるわけでございます。 

 特に、今後の施策として一番問題になって

きているのは、集合住宅を先にやっているわ

けです。もちろん集合住宅が全部完備してい

るかどうかわからないですけれども、一番大

きなところから先に行政は進めています。で

も、実際今後残っているというのは、人口が

少なかったりだとか、下水道としての事業が

やりにくいところも残っていると思うんです。 

 そういった関連も考えたら、やはり下水道

事業そのものの見直しというのは考えていく

べきだと僕は思うんです。それについて、毎

年３カ年でこういったことを出しているとは

おっしゃっていますけれども、３カ年、もち

ろんやりかけたらやっていかなあかんという

持論はわかります。前に下水道の話が出たと

きに、上下水道部長のお話もお伺いして、今

ある部分で享受できている方がおって、今こ

の計画をとめることによって享受できない方

がいるんじゃないかという話ももちろん出て

います。もちろんそのとおりだと思います。

でも、続けていっても65年かかるのに、享受

できない方はそのまま享受できないじゃない

ですか。そしたら、行政としてはどのポイン

トが一番市民にとってサービスが、下水道事

業にかわるサービスが受けられるかどうかと

いうのを考えるターニングポイントじゃない

ですかね。もちろん、名目上は一番いいのは

下水道事業を続けて100％完成していくこと

がもちろん望ましいことなんですけれども、

実際65年という年月で物理的に考えて、その

ビジョンが果たして正当性を有しているのか

どうかというのを疑問に思います。やはりこ

こは大きな方向転換にもっていくべきではな

いんでしょうか。それについて答弁のほどよ

ろしくお願いします。 

 そういうことで、下水道事業につきまして

も、このまま続けていくというのは現実的で

はないということは、この前からの議会に出

ているいろんな意見もありますし、県のほう

とも協議する中でもそういうことがございま

す。そういうことで、年次的な整備順位がか

なり差が出てくるということにつきましては、

代替事業とかほかの事業、具体的に言いまし

たら合併浄化槽に置き換えるとか、そういう

ことも含めて事業の再構築というのか、代替

事業も検討していかなければならないという

ふうに考えてございます。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）下水道事業に関しては

やはりもうちょっと早く、もう既に65年とい

う年月は、普通に残を計算すれば出てきてい

るはずですよね。僕は３カ年で格差の是正と
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かを協議しているという割に、こういった大

きい問題が一向に協議事項に上がっていない

ということを非常に疑問に思うんです。計算

したら出るじゃないですか。実際予算がつい

ているんやから。残を考えたらその年数は出

るわけですよね。やはりそういった問題を、

やっているんやからという意味ではなくて、

やはりどこかで区切りをつけていかないと、

行政としても、今の予算がずっとつくとは限

らないですよ。今の予算で65年ということな

んですよ。今の社会の現状も、もう朝からた

くさんの方が意見されていますけれども、今

この不景気で、行政もどんどん縮小していっ

ている時代ですよ。そういった時代で考えた

ら、人口ももちろん減っていっています。橋

本市も例外じゃないですよね。そういった状

況を見据えたら、今の予算よりも事業費は減

ってくると考えないといけないですよね。そ

れプラス行政に携わっている方の人数も減っ

ていくということですよね。それに対応でき

る事業数も減らしていかなあかんのですよ。

身の丈に合った事業を行っていかなあかんの

に、いつまでも同じ事業を引きずって、予算

をつぎ込んで、気がついたときには、いや、

できませんでしたと、そんな話になる前に、

今ここできっちりとした行政の方向というの

は示しておかなあかんと僕は思います。そう

じゃないと、今後未来永劫、自分たちの孫の

代までできなかったと。おじいちゃんの時代

から進めたのに孫になってもでけへんわと。

そういった話にならんように、やはりここは

大きな方向を変えて、もちろん下水道事業自

体を全部やめろという話をしておるのと違い

ますよ。できるところはやっていったらいい

んですよ。でも、できないところは、点じゃ

なくて、今は点で話をしているじゃないです

か。そうじゃなくて 初に面で話をしましょ

うと。そういう施策にもっていかんことには、

いつまでたっても65年という年数は埋まらな

い。だから、もちろん今部長からそういった

お話を聞いたんで、これ以上は、わかりまし

た。では、それについて一度担当部局のお考

えをお聞きしたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

○議長（中西峰雄君）企画部長と上下水道部

長、どちらも手が挙がっていますが、どちら

が答弁されますか。 

 企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）先ほどの答弁で説

明が不十分だったと。状況でございますけれ

ども、都市計画事業の中でも橋本市も以前運

動公園なんかを休止にした経緯もございます。

ということで、市街地につきましても休止区

域と先行区域ということで事業を分けてきて

執行してきた状況もございます。何ができや

すかったかといいますと、どちらも市事業で

ございました。ただ、下水道事業につきまし

ては県とも絡んでいる事業で、処理場の容量

等の関係もございます。そういうこともござ

いまして、県のほうではまだ那賀流域は延々

とやっていくというような形で考えている状

況でございます。全国的にも泉南のほうです

か、そういう事業の変更というのがいろいろ

考えられているとか、複数事業ということで

汚水を下水のほうへ、汚水処理場を投入する

ような形のものも、事業というのも考えてい

る状況でございまして、これは状況というこ

とで言わせていただくわけでございますけれ

ども、方向転換が非常に難しい事業というの

が本来の状況です。それにゆだねているとい

うことはございませんけれども、とにかく大

きく遅れるところについては区域除外してい

くような形も考えていかなければいけないと

いうことがございますけれども、これも流域

下水道の整合ということもありますので、国

政が変わったのでどういう状況になるかわか
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りませんけれども、県との協議、県事業との

整合性というのが必要でございます。 

 そういうことで、こういう状態でいつまで

もいいというようには考えてございません。

考えていかなければいけない事業ということ

で認識しておりますので、その点どうかよろ

しくお願いしたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）上下水道部長。 

○上下水道部長（上田敬二君）ちょっと補足

の答弁になりますけれども、先ほど約65年と

言いましたけれども、当初の年間事業費は13

億2,000万円程度を想定していたものです。現

在は４億ということからさらに65年と大きな

期間に延びているということをご理解いただ

きたいと思います。 

 それと、整備地域、未整備地域の格差の問

題とか、市民の公平性の問題、これらにつき

ましては、やはり一日も早く下水道を供用開

始できるような状態にもっていくのが私たち

の使命なんですけれども、当然現在の予算規

模からいいましたら長期にわたるというのは

歴然としておりますので、現在集合処理方式

がいい地域なのか、あるいは個別処理方式に

転換すべき地域なのか。それと河南の問題も

ありまして、紀の川の橋からまだ本管が渡っ

ていないという状況もありまして、現在今後

の整備計画につきまして、下水道課のほうで

全面的に見直しを行っております。そういう

ことで、いろんな難しい問題がありますけれ

ども、できるだけ、一日も早く、市民の選択

も当然その際必要なんですけれども、改善に

努めていく方向で現在作業を進めております。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）さらに推し進めていっ

てもらえるように要望いたします。 

 次に、公設民営と民設民営で行われている

幼稚園の利用者負担の格差についてなんです

けれども、僕は以前６月議会で一般質問、こ

れの大きな大綱で質問させてもらって、テー

ブルに上げていただくお話になっていたんで

すけれども、以後テーブルに上がってどのよ

うなお話があったのかお聞きいたします。 

○議長（中西峰雄君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）以前の議会で、確か

に１番議員のほうからそういったご質問をい

ただきまして、私のほうから具体的に議論を

テーブルに乗せてしていきたいというふうに

お答えをさせていただいております。 

 その前段で、幼稚園の格差といいますか、

こども園構想の中で幼稚園に通わせるための

保護者の負担に私立と公立では格差が生じて

いるという内容のご指摘だったように思うん

ですけれども。（「ちょっと違いますね」と呼

ぶ者あり）違いますか。今後のこども園構想

の中でそうしたあり方も含めて議論をしてい

く必要があるという回答をさせていただいた

後で、再度のご質問をいただいて、テーブル

に乗せて議論をしていきますということで申

し上げました。その後、私としては幼稚園の

ことというふうに受け取っているんですけれ

ども、現実に明日23番議員のほうから保育園

の件についてもご質問をいただく中にも出て

まいりますけれども、確かに仮に１番議員が

おっしゃる、常に言われておりますように、

こども園を市として新たに設置したときに、

既存の橋本市内にある私立の法人が仮に指定

管理者となった場合、同じ法人の中で同じよ

うなサービスをしていく中で、利用者間に負

担が生じるとおっしゃられている件について

は、負担の格差というのは、必要な格差につ

いては当然埋めていく考え方をもとに、市と

してどのような支援ができるかということを

考えていかないといけないというのは重々認

識しております。ただし、私立の法人と公設

民営の法人との大きな違いといいますのは、

私立の法人といいますのは、施設とか土地、
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建物、そういったところは法人の所有という

ことになっておりまして、当初の建設に補助

金であるとかいろんなものを、国とか県とか

市の補助的なものも含めた中で立ち上がって

いると思います。それは法人の所有というこ

とになっておりますが、公設民営で行ってお

りますのは、そういった施設については市の

持ち物になりますので、ご自分が所有された

部分のある意味利用される方に対しての負担

というか、何らかのものが乗っていくという

考え方も一つあるのかなと思いますので、ど

の部分で市が負担を縮めるような支援をして

いかないといけないのかというのは、これは

もう検討していかないといけないと思います

けれども、まだ今現在ではテーブルに上げて

というところはできておりません。といいま

すのは、今皆さん方もご承知のように、隅田

地域におけるこども園についていろいろ議論

がされておりますけれども、隅田地域になり

ましたら、当然幼稚園というのは園区がござ

いますので、その園区の中に私立もあれば公

設民営のそういった幼稚園も出てまいります

ので、そういったときには同じ園区の中に通

われる方が選択することによって負担する、

利用される場合の保育料、それが変わってく

るということで、その違いについて説明のつ

かない部分といいますか、そういう部分を市

として何らかの支援というのは考えていかな

いといけないかなとは思います。それは、今

現在、隅田地域においても検討をいろいろと

進めておりますが、まだ具体的な方向性とい

うのは見えておりませんので、こども園構想

とあわせて以前回答もさせていただきました

が、こども園構想とあわせてそういったこと

を具体的に検討をしてまいりたい。現在、高

野口のこども園もまだ１年たっておりません

ので、そういった実績も３月末過ぎましたら

出てまいります。それらも含めて、市として

その資料ももとに、一緒に検討していきたい

と思います。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）副市長のおっしゃるこ

とはごもっともだと思うんですけれども、僕

が一つ考えることは、副市長、学区の話で隅

田の話をされるでしょう。それは私立幼稚園

と行政の立場の話ですよね。でも、保護者の

立場からしたら、これは理想論ですよ、公設

民営で高野口の学区内の人は、公立の値段で

私立というか民間の教育を受けてはるんです。

その時点で、学区外の人は民間の教育を受け

ようとすれば、私立のお金を、授業料を納め

ないかんのです。その時点で、幼保一元化と

いうものを、公設民営というのを始めた時点

で格差というのは必然的に生まれているんで

す。僕の言っていることわかります。だから、

学区内の話はそれは三つ考えなあかんのです

よ。結局、保護者の立場と私立幼稚園の立場

と行政の立場、この三つを考えたときに一番

いいのは何かというふうに考えないと、その

部分だけで考えたら副市長のおっしゃるとお

りですよ。でも保護者の立場からしたら、学

区外の人は、行政が何も補助していないんだ

から全部かかる費用は自己負担で出している

わけですよ。その時点でこの格差というのは、

もちろん小さな格差かもしれんし、個人レベ

ルの格差かもしれませんよ。でも、目先をも

っともっと下までおろしていったら、利用者

側の格差というのは確実に生まれてきている

んですよ。だから理想論からいったら、本当

言うと、始めた時点で学区外の人には補助金

を出して、公立と私立、どちらも同じ立場で

条件で選べるようにしていくのが本当の平等

だと思うんですけれども、それは極論に過ぎ

るので、それは無理です、正直な話。副市長

聞いています、後ろ向いとらんと。 

 それで、僕がいつも言うのは、幼保一元化
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計画が出た時点で、６月議会で言わせてもら

ったのは、こういった事例があるんだから、

本当はその時点でテーブルに乗せて議論をし

ておかなあかんと思うんですよ。それを、今

のご答弁を聞いていたら、問題が起こってか

らテーブルに乗せますと。つまり、影響が恐

らく出てくるであろうという状況になったら

テーブルに乗せますよという話にしか僕は聞

こえないんです。僕はそうなる前に話をテー

ブルに乗せて、問題が出てきたときにすぐ解

決できるようにしておくべきではないんです

かという意味で、６月議会で一般質問させて

もらったんですよ。そうじゃないと、問題が

出てきて解決するまでの間に時間がかかって

しまったら、その間にまた格差というのはも

っともっと広がるじゃないですか。だから僕

はそういう意味も込めて６月議会でその格差

を埋める準備を今からしておかないといけな

いんじゃないですかという意味で、どうも伝

わっていなかったみたいですけれども。 

 そして、もう一つ思うのは、いや、伝わっ

ているんだったらやってくださいよ。結果で

すよ。僕ちょっと怒っていますよ、ほんまに。

僕はあんまり怒りませんけれども、きょうは

ちょっとカチンときましたよ。 

 難しい問題だと思うんですよ。僕は副市長

のおっしゃっていることはよくわかります。

資産の話もあるし公設民営の話もある。ただ、

原点に立ち返ったら、もう一度、僕の考えな

んで間違えていたらおっしゃっていただいた

ら結構ですけれども、公設公営の時代に私立

に通わせているという部分、それに関しては、

やはり公設公営にない部分に対して保護者の

方がそういった教育を受けさせたい、自分の

子どもに対してそういう教育を受けさせたい、

だからない部分に対しては自己負担をお願い

しますよと。そういう意味で私立に対しては

高いんやという認識があったのは事実だと思

います。実際一般論でそうだと思います。で

も、今は公設民営になったら、税金を投入し

て民の教育を公設公営と同じ値段で受けられ

るじゃないですか。そうなってきたら、既存

の私立というものに対して、完全に格差です

よね。 

 逆にもう一つお聞きしたいのは、行政的な

立場に立ったときに、もし私立がそういった

状態ですべて橋本市からなくなりますという

ような状況になったとしますよね。そのとき

に、公設民営の今の幼保一元化計画にすべて

の橋本市の幼稚園児が通うことになれば、行

政コストは逆にアップしますよ。ということ

は、私立にもやはり行政コストの面で考えて

も、このまま残ってもらわなければいけない

し、行政としても幼保一元化を進めるために

は、やはりこの格差というのは念頭に置いて

消化していかなければならない一番の問題で

あるはずなのに、そういう意味も込めて６月

議会で僕は話をさせてもらったのに、いつの

まにか問題が出てきてから、影響が出てきて

から話をさせてもらいますと。そういった話

になっているのは、僕は非常におかしいと思

います。違うとおっしゃるけれども、結果そ

うなっていますよね。ご意見があるみたいな

ので、一度副市長お願いします。 

○議長（中西峰雄君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）高野口のこども園が

できた時点で問題が発生していると言われれ

ば、岡議員のおっしゃるとおりだと思います。

ただ、私の考えていたことというのは、やは

り校区のことが頭にございましたので、今度

隅田地域にこども園を考える時点では、その

時点では当然その地域の校区内とか市全体の

中で、同時に何らかの支援をスタートできる

ようなことは少なくとも考えていかないと、

そういう認識ではもとよりおりますので、誤

解のないようにお願いしたいのと、私も毎朝
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通勤していく中で、高野口地域も車で走って

くるんですけれども、高野口地域にも橋本の

私立の園、幼稚園なのか保育園なのかその種

類はわかりませんけれども、園の送迎車がと

まっております。高野口のこども園が私立の

法人が経営しているにもかかわらず、やはり

旧橋本地域にあります私立の保育園も選択さ

れて通われているところが、何人かそこで待

たれていますわ。送迎バスがとまっているこ

ともあります。それは保護者の選択でそちら

のほうを選ばれているということだと思いま

すので、一概にどちらがどうとは言えません

けれども、少なくとも同じ園区内に私立と公

設民営が存立する時点では、そういったこと

も含めて何らかのことは考えていかないとい

けないのかなと思います。ただ、岡議員も同

じ考えだとは思いますが、100％埋めるという

手だてはなかなか難しいので、できることを

きっちりと仕分けしながら、市として支援を

考えていければなと思います。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）ちょっと僕の口が過ぎ

たようで申しわけない。副市長はちゃんと考

えていただいていたんですね。ただ、やはり

僕の思いとしては、テーブルに乗せるといっ

た時点では、その時点でたとえ１回でも２回

でもそれなりの議論はしていただきたかった。

もちろん副市長は副市長のお考えがあるかも

しれませんけれども、やはりこういった問題、

僕はこれにこだわるわけじゃないんですけれ

ども、こういったことが行政の対応が遅い、

遅いと言われる一つの例だと思うんですら。

やはり気づいたときにはそれに対する施策と

いうのは打っていく。もしかして、そのとき

に考えて間に合えばいいですけれども、考え

ていったらいろんな問題が出てきます。それ

で、時間がなくて遅れるということも想定に

入れたら、何でも先にやっていかなあかんと

思うのは、それは必然のことだと思うんです。

だから、後から質問もさせてもらおうかなと

思っていたこの３番も全く同じことで、優先

順位つけろ、計画もちゃんと立てなあかんよ

という話も後でさせてもらいますけれども、

やはり気づいたときには、僕ももちろん気づ

くのが遅かったのかもしれませんけれども、

気づいたときにはやっていただきたい。 

 この公設民営の話と私立の関係というのも、

問題がいろいろあるのはわかります。副市長

がおっしゃるみたいに資産の問題もあります

けれども、それを言うと、逆に公設民営のほ

うはランニングコストは建物に関しては全く

かかっていないわけですし、税金の部分もか

からんわけやし、その辺の利点もあるわけな

んですよ。そういった場合で資産になるかと

かならへんとかいう議論も、ちょっと視点が

ずれてくると。それも加味せなあかんけども、

こっちはランニングコストがかからへんやん

かという部分は考えていかなあかん。その辺

の利点というのはあるわけで、どちらも利点

があるわけなんです。それを盾にどうこうと

いう話は、やはり僕は視点がずれると思いま

すので、両方加味して考えてもらいたいのと、

やはり一番は僕は私立幼稚園の立場で物を言

っているんではなくて、利用者の立場、利用

者に選択できる環境をつくってあげなくては

いけないと思うんです。もしこの環境をつく

れなかったら、公設民営のほうに、今私立に

通われている園児の方のほうが多いですよね

実際、橋本市。その園児の方全員を受け入れ

るキャパを持てるんですかといったら持てな

いでしょう。幼保一元化計画自体が全く違う

ものに変わってしまいますよね。幼保一元化

計画というのは、公設公営に通われている人

数から試算してやっているわけでしょう。計

画自体が全く別のものに化けてしまって、逆
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に言葉は悪いですけれども、金食い虫になっ

てしまう。そういった危険性もはらみながら

やっていっている事業やのに、一番の肝にな

っている部分に目を背けては、この事業はこ

れから進んでいきませんよ。みんな疑問やと

思っています、それに関しては。 

 だから副市長、ちょっと僕言葉が過ぎまし

たけれども、できたら一日も早く議論の場と

いうのだけでも立ち上げてもらって、それを

進めていってもらえればありがたいと思いま

す。これはもう要望で、答弁もらいます。 

○議長（中西峰雄君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）一日も早くそういっ

たことを議論はしていきたいと思います。私

も一つだけあれですけれども、高野口のこど

も園を開設する当初から、そういった私立の

格差というのは認識はしておって、何とか考

えていかないと、ということは考えておりま

したので、決してそういうところをなおざり

に考えておりませんので、今後誠心誠意取り

組んでいきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）では続いてなんですけ

れども、中学校給食の実施と不実施のことな

んですけれども、朝12番議員も市長にいいご

答弁をいただいたので、心配はしていないん

ですけれども、ただちょっと僕的に思うとこ

ろでお聞きしたいんですけれども、給食セン

ター自体の能力というのは、僕がお聞きして

いるのは5,500食かな、ですよね。実質今の状

態で早期に、例えば朝、昇降機とかの話をさ

れていましたけれども、もとになってる部分

の生産量が増えないことには、早期実現に対

して可能なんですかね。例えば、何で僕がふ

と疑問に思ったかというと、これは失礼な話

なんですけれども、市長がちゃんとご答弁い

ただいたのにこんなことを聞くのは大変失礼

だとは思うんですけれども、前に先輩の３番

議員が質問されたときに、早期の実現に関し

てはやはり平成25年に児童数と生産能力との

一致した状態でないとスタートできないとい

う話をされたのを僕は記憶しているんです。

ということは、もし市長が早期実現のために、

午前中に発言された内容を加味して考えれば、

その生産能力を上げるために給食センターを

何らか改築するというふうに理解してよろし

いんですかね。それとも、それ以外に何か早

期に対して中学校給食を進められる施策とい

うのはあるんですかね。ちょっとその辺確か

めておきたいんで、答弁をいただきたいんで

すけれども。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）食数につきまして

は、橋本の学校給食センターの3,500食、それ

から高野口学校給食センターの2,000食、合計

5,500食の現状の施設で対応するということ

で考えております。それで、生徒児童、教職

員を含めてそういった数が5,500食になるの

は、平成25年度以降になるというところでご

ざいます。そういうところで、数が現在の生

産能力と合う時点での対応という基本的なと

ころで、現状の施設がフル稼働で5,500できる

ところに落ちつく生徒数、児童数、教職員数

のところの数を考えての対応というところで

ございます。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）水を差すようで申しわ

けないんですけれども、根本を改善していか

んことには中学校給食の早期実現というのは

非常に難しいというのは、もう何人もの同僚

議員が質問されている中でわかっているんで

すけれども、やはりもうそういった能力の問

題でお金がかかるということで、ずっと平成

25年まで待たなあかんというような話をずっ

と聞いておるんですけれども、ただ一つ疑問

というか、ずっとずっと思うことがあるのは、
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それは行政が何かアクションを起こしている

んではなくて、言えば自然に数が減ってきて、

そこの能力に合うのを待っているだけの話で

すよね。それは格差の是正という面で考えた

ら、今利益を享受できていない方に対しては

どういった説明をなされるんですか。これを

言ってしまうとすべてが終わってしまうのか

もしれませんけれども、例えば今受けられて

いない方が将来受けられるんならいいですよ。

でも中学生は３年間で卒業してしまいますよ

ね。そしたらその間の方というのはその利益

を全く享受できないじゃないですか。でもそ

れを言ってしまうと、財政の問題があるので

できませんと。もちろんそれを言われると僕

も返す言葉が全くなくなってしまうんですけ

れども、ただ現状受けられていない方に対し

ての、これは合併したときには既にわかって

いたことですよね。合併からもうはや４年近

くたちますよね。その４年の間にアクション

を起こして何か、こういう格差があるんだけ

れども、行政としてはこういう考えですとい

うような説明会等は行われたんですかね。ち

ょっとその辺、やはり 低限行政としてアク

ションが起こせないんであれば、享受できて

いない方に説明するというのは、僕は必要だ

と思うんです。それに対して、僕はちょっと

知識不足なので、そういった説明なり行政の

考え方というのを示されたことはあるんでし

ょうかね。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）今、おっしゃった

ようなことの説明も含めてですが、まず今議

員がおっしゃったように学校側の、教育委員

会としては受け入れの施設、給食コンテナを

受け入れる施設、これも準備する必要があり

ますし、それから学校給食センター側での現

状の能力の中にもコンテナの収納やら食器保

管庫というのを新たに、校数が増えますので

そういった対応を、早くても22年度からいろ

んな検討を加えるにしても、そういった準備

にも相当な時間がかかることは事実です。そ

れと、基本的に、これは言いわけにはなるん

ですが、教育委員会としてはまず耐震のとこ

ろを一番先にすべきだということで、そうい

った事務事業の中で年数をかけて24年度まで

に完了するというところもございます。そう

いったところと、説明をされたのかというと

ころなんですが、小中一貫の説明の中にも中

学校給食という話がございます。そういう話

の中でも中学校給食についての必要性という

のは十分聞かせてもらっていますので、教育

委員会の今後の対応の考え方というのは、基

本的なところは説明はさせていただいていま

す。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）事実、この格差という

のは合併によって生まれた格差でありますの

で、そのときの市と町の財政状況によります

し、タイミングもあったと思うんで、むげに

この格差を何でほっといたんやという話には

ならんと思うんです。ただ、ならんとは思う

んですけれども、一つやはりお願いしたいの

は、合併から４年近くたって、次に平成25年

までできないという試算になっているじゃな

いですか。でも、これは合併した当初に出て

きた問題であるんであれば、自然に数が合う

のを待つんではなくて、やはり何らかのアク

ションを起こしていくべきだったんじゃない

かなと。もちろんこれは過去の話になってし

まうし、私も議員やらせてもらって３年近く

なりますので、その間おまえも何しとったん

やと言われたらぐうの音も出ませんので、な

かなか難しいことだと思うんですけれども、

ただ、やはり行政として計画を立ててやって

いく。しかも自分からアクションを起こして

やっていくというのは非常に大切なことだと
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思います。その数に合ってきたからできるん

だではなくて、それまでにできることをまず

やってみようというアクションはまず起こし

ていくべきだと思いますので、その辺は今後

こういった問題が起こってきたときに加味し

て、ぜひとも実行していただきたいと思いま

す。それはもう要望で結構です。 

 あと、３番なんですけれども、１番と３番

一括してやらせてもらいますけれども、もう

話してきた内容と全く一緒で、各部署、各部

署でやらなければいけないことというのはた

くさんあるし、その優先順位をつけるのは非

常に難しいと思います。でも、優先順位をつ

けていかないと、いっぺんにはできないこと

だと思います。今後、格差是正のことで考え

ていかなあかんなと僕が思うのは、やはり市

民に対して説明できる優先順位をつけていく

べきだと思います。行政としては、こういう

考えのもとにこの格差是正をこの優先順位と

してもってきていると。つまり、そのときそ

のときに出てきた、点でとらえたもの、例え

ばそのとき気づいたものに対してやっていく

んではなくて、行政側からその格差について

はこういう意識を持ってこういった形で是正

の計画を立てていますと。それに対して、や

はり僕は市民の方にそれに対しての計画とい

うのは公表していくべきと。それはなぜかと

いうと、市民の方が知らない格差というのは

たくさんあると思うんですよ。実際、中学校

給食の話もそうですけれども、100％の保護者

の方が知っているかといったら、多分知らな

いと思います。なぜかというと、僕は紀見東

中学校出身なんですけれども、給食がないの

が当たり前だったです、正直な話。恐らく旧

橋本は皆そうですから、旧橋本でずっと暮ら

している方で親御さんであれば、ないものだ

と思っています。でも、実際合併してからは、

実は旧高野口では実施されていたんだという

のは後から聞いた方がたくさんおられたと思

うんです。そういった格差、もちろんハチの

巣をつついたみたいになるようなことをわざ

わざする必要はないと思うんです。でも、や

はりそれに対してアクションを起こしていく

ことを示せば、ハチの巣をつついたようには

ならないと思うんですよ。こういった形で今

後是正していくと、行政としてはこういう意

識を持って是正を進めていっているから、そ

れに対してご意見をくださいという形であれ

ば、そんなむげにハチの巣をつついたように

はならない。ただ、今のような形で、正直な

話、人数が合ってきたから、合ってくるまで

待ってくださいというような話をしたら、ハ

チの巣をつついたようになりますよ。アクシ

ョンを起こしていないですもの。ただ、市長

には大変今失礼なことを申し上げていますけ

れども、朝もうそれに対しては考えていくと

いうお話をいただいていますので、その辺に

関しては安心しているんですけれども、こう

いった格差については、やはり行政からアク

ションを起こしていっていただきたいと。そ

のためには、やはり行政が思う優先順位とい

うのをきっちりつけて、それに対して一つ一

つつぶしていくという行動を今後僕はしてい

くべきだと思います。そうじゃないと、いつ

までたっても、「せいの」でいっぺんにできな

いでしょう。行政は主体となってそれを埋め

ていく立場であるんであれば、明確な理由を

持って格差を是正する優先順位をつけるべき

だと思います。そうじゃないと、市民はだれ

も納得しません。というかできないですよ、

あいまい過ぎて。だから僕、今後年次計画を

作成していただけますかという難しいことを

書きました。実際これは難しいです。だから

これはほんまに要望でとどめておきますけれ

ども、心のどこか隅でいいので、そういった

ものを念頭に置いて、今後行政が格差是正の
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ためにやっていくこととして、優先順位をつ

けてやっていくというのはどこか念頭に置い

ておいてください。難しいことだと思います。

（発言する者あり）ありがとうございます。

その辺は含めて、この年次計画というのを将

来的に作成していただけるかどうか答弁いた

だけますか。 

○１番（岡 弘悟君）ありがとうございます。

何度も繰り返しで申しわけないんですけれど

も、僕は朝市長のお言葉をそういったふうに

受け取ったわけではないです。ただ、前にお

聞きしたお話と市長の思いというのの格差が、

現実の差がありましたので、朝の発言で、こ

れから市長がその格差を埋めていただけると

いうお話は聞いていますので、それに対して

別に何ら難癖つけようとは一切思っておりま

せん。だから、その市長の思いが早く実現し、

中学校給食の早期実現に向けて市長もそれに

対して朝議会で明言されていましたので、そ

れに関しては一切何の疑問も持っておりませ

ん。ただ、現実問題としてのハード面に関し

て疑問がありましたので、それを再確認した

かっただけなので、ちょっと話を長々申しわ

けなかったですけれども、自分の言いたいこ

とは以上なので、ここで一般質問を終わらせ

てもらいます。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）１点気になりまし

た。給食の関係につきましては、そのままほ

っといたら25年以降ということになりますけ

れども、市長が言っていましたように任期中

に積極的に早い時期に実施するということで、

策を講じていくということで、よろしくお願

いしたいと思います。そのためには配膳室、

ダムウエーターなどの財源も要りますので、

かかっていくということで理解していただき

たいと思います。 

 それから、事業につきましては格差だけで

語れるものではございませんというと言い方

は悪いですけれども、平等に事業を、行政を

するのが原則でございます。ということで、

言われていることは格差の部分、それから市

民ニーズとか費用対効果を含めたいろんな観

点から事業の検討をしていくということで、

格差の部分がどこに反映されているかという

こともわかるような形で市民に公表できたら

一番わかりやすいのかなというのは考えてご

ざいます。ということで、事業実施の要素と

して、格差は非常に重要な要素でございます

けれども、市民ニーズとかいろんな要件でど

ういうふうに評価していったらいいかという

のをわかるような形のものを考えていけたら

いいのかなと考えてございますので、それは

市内部だけではなしに公表していくような形

を要望されているというふうに考えておりま

すので、今後とも考えていきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）これをもって、１番 岡

君の一般質問は終わりました。 

 この際、４時30分まで休憩いたします。 

（午後４時16分 休憩） 

 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 
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